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この資料は現時点での案であり、今後変更になることがありますのでご留意く
ださい。

介護予防・日常生活支援総合事業
（新しい総合事業）
事業所説明会資料



①対象者

要支援者 【支給限度額】　要支援１：　５，００３　単位　　要支援２：　１０，４７３　単位

事業対象者 【支給限度額】　事業対象者：　５，００３　単位

　平成29年4月1日時点の要支援者

　平成29年4月1日以降に新規で要介護認定申請を行い、要支援者と認定された方
　
　

　平成29年4月1日以降に、基本チェックリストの実施により、事業対象者に該当された方
　

（注）基本チェックリストにより総合事業を利用できる方は、第1号被保険者（65歳以上）です。
　　　第2号被保険者（40歳以上64歳未満）が総合事業を利用するには、要支援認定を受ける必要があります。

　認定更新までは予防訪問介護及び予防通所介護の予防給付を利用し、認定更新の決定以降は新総合事業の訪問型
　サービス及び通所型サービスを利用します。
　※認定更新後は予防訪問介護及び予防通所介護を利用できません。

　新総合事業としての、訪問型サービス及び通所型サービスを利用します。
　※予防訪問介護及び予防通所介護は利用できません。
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（１）新規利用者のとき

要介護・要支援認定申請

要支援１～２

ケアプランの作成　　　　　　　
（居宅介護支援事業所）

介護保険

介護予防サービス

総合事業
（現行相当・サービスA）

非該当となった場合の取扱いは
各保険者により異なりますので、
お問い合わせください。

要介護１～５

訪問型サービス

通所型サービス

を利用の場合

②利用の流れ
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非該当（自立）

ケアプランの作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（地域包括支援センター）　　　　

被保険者

介護保険
介護サービス



（２）要支援者の認定更新のとき

介護予防サービスを利用している方

要支援１～２

介護保険

介護予防サービス

総合事業
（現行相当・サービスA）

4

ケアプランの作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（地域包括支援センター）　　　　

要支援認定者

予防通所介護及び予防訪問介護のみ利用し、
介護予防サービスを利用する可能性の低い方

要介護・要支援認定更新申請

事業対象者
(認定未更新)

ケアプランの作成　　　　　　　　　　　　　　　
（地域包括支援センター）　　　　

基本チェックリスト実施

　訪問型サービス及び通所型
　サービスを利用の場合

※事業対象者は介護予防サービス
　を利用できません。



（３）基本チェックリスト

①基本チェックリストは、原則として地域包括支援センターが実施します。

②要介護、要支援の認定者は、居宅介護支援事業所による基本チェック
　リストの実施を可能とします。

※基本チェックリストによる事業対象者には、その有効期限を設けませんが、ケアマネ
　ジメントの際に、その都度基本チェックリストを行うので、その際に事業対象者であ
　るかを再度確認します。

介護保険証には
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①事業対象者
②平成○○年○月○日

③○○地域包括支援センター

②基本チェックリスト実施日

③地域包括支援センター名

①事業対象者である旨

が記載されます。



（１）訪問介護相当サービス
　　（現行相当）

（２）訪問型サービスA
　　（緩和した基準）

サービス内容 身体介護・生活援助
※指定介護予防訪問介護の対象となるサービスから身体介護を除いたもの

対象者 要支援１・２、事業対象者

人

員

等

管理者 常勤・専従1以上　
※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等への職務に従事可能 ※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等への職務に従事可能

訪問介護員等

又は

従事者

【訪問介護員等】
常勤換算2.5以上
【資格要件】
・介護福祉士
・初任者研修等修了者

【従事者】

【資格要件】
・介護福祉士
・初任者研修等修了者
・

サービス
提供責任者　

又は　

訪問事業
責任者

【サービス提供責任者】
常勤訪問介護員のうち利用者40人に1人以上
【資格要件】
・介護福祉士
・実務研修修了者
・3年以上介護等に従事した初任者研修等修了者

【訪問事業責任者】
利用者の数に と認められる数
【資格要件】
・介護福祉士
・初任者研修等修了者
・

設備 ・事業運営に必要な広さを有する専用区画
・必要な設備、備品

・事業運営に必要な広さを有する専用区画
・必要な設備、備品

運営

・個別サービス計画の作成
・同居家族に対するサービスの提供禁止
・重要事項の概要、運営規程等の説明、同意
・提供拒否の禁止
・訪問介護員等の健康状態の管理等（衛生管理等）
・秘密保持、苦情への対応、事故発生時の対応　
・廃止・休止・変更の届出と便宜の提供　　　　　　　　　など

・個別サービス計画の作成
・同居家族に対するサービスの提供禁止
・重要事項の概要、運営規程等の説明、同意
・提供拒否の禁止
・従業者の健康状態の管理等（衛生管理等）
・秘密保持、苦情への対応、事故発生時の対応　　
・廃止・休止・変更の届出と便宜の提供　　　　　　　など

サービス提供者 本サービスの指定事業者 本サービスの指定事業者

報酬 国基準の１回単価と同じ額

利用者負担 介護予防給付と同じ（所得に応じ、１割または２割）

限度額管理 有り

請求・支払 国民健康保険団体連合会にて審査・支払 6

③訪問型サービス

※各市町で検討中



（１）訪問介護相当サービス（現行相当）

■　指定基準・サービス内容等は、現行の介護予防訪問介護と同一です。
■　報酬の算定については、予防訪問介護では月当たりの包括単価でしたが、基本的には訪問介護と同様に
　  利用１回ごとの単価での請求を採用します。
■　５週ある月は、国が規定する１ヶ月請求の上限である１月包括単位の額（介護予防と同額）を採用します。
■　報酬基準額は国が定めた「地域支援事業の実施について」において示されている費用額と同額です。
■　平成２９年４月から、総合事業に移行した方の国保連に請求するサービスコードが変更になります。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　６１（予防訪問介護）　⇒　Ａ２（訪問型独自）　】

サービス内容略称 サービスコード 対象者 回数 算定単位

訪問型独自サービスⅣ Ａ２　２４１１
事業対象者

要支援１・２
週１回程度

（1月の中で4回まで）
１回 ２６６単位

訪問型独自サービスⅠ Ａ２　１１１１
事業対象者

要支援１・２
週1回程度

（月5週提供する場合など月5回以上）
１月 １，１６８単位

訪問型独自サービスV Ａ２　２５１１
事業対象者

要支援１・２
週２回程度

（1月の中で8回まで）
１回 ２７０単位

訪問型独自サービスⅡ Ａ２　１２１１
事業対象者

要支援１・２
週２回程度

（月5週提供する場合など月9回以上）
１月 ２，３３５単位

訪問型独自サービスⅥ Ａ２　２６２１
事業対象者
要支援２

週２回を超える程度
（1月の中で12回まで）

１回 ２８５単位

訪問型独自サービスⅢ Ａ２　１３２１
事業対象者
要支援２

週２回を超える程度
（月5週提供する場合など月13回以上）

１月 ３，７０４単位

サービスコードＡ２　抜粋

※初回加算・処遇改善加算・生活機能向上連携加算・減算等は現行と同一のものを設定しています。
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（２）訪問型サービスＡ（緩和した基準）

■　現行の介護予防訪問介護との違いは、「市・町長が定める研修修了者」によるサービス提供が可能なことです。
■　報酬の算定については、訪問介護相当サービスと同様に１回単価で行います。
■　報酬については訪問介護相当サービスの算定単価の約８０％です。
■　訪問介護事業所が併設して行う場合には、介護給付・現行相当の利用者を併せて基準を満たす必要があります。
■　国保連に請求するサービスコードはＡ３です。
■　負担割合によって使用するコードが変わります。

サービス内容略称 サービスコード 対象者 回数 算定単位

訪問型サービスＡ１回数
Ａ３ １００１ （１割）
Ａ３ １０２１ （２割）　

事業対象者
要支援１・２

週１回程度
（1月の中で4回まで）

１回 ２１２単位

訪問型サービスＡ１月包括
Ａ３ １００３ （１割）
Ａ３ １０２３ （２割）

事業対象者
要支援１・２

週１回程度
（月5週提供する場合など

月5回以上）
１月 ９３４単位

訪問型サービスＡ２回数
Ａ３ １００５ （１割）
Ａ３ １０２５ （２割）

事業対象者
要支援１・２

週２回程度
（1月の中で8回まで）

１回 ２１６単位

訪問型サービスＡ２月包括
Ａ３ １００７ （１割）
Ａ３ １０２７ （２割）

事業対象者
要支援１・２

週２回程度
（月5週を提供する場合など

月9回以上）
１月 １，８６８単位

訪問型サービスＡ３回数
Ａ３ １００９ （１割）
Ａ３ １０２９ （２割）

事業対象者
要支援２

週２回を超える程度
（1月の中で12回まで）

１回 ２２８単位

訪問型サービスＡ３月包括
Ａ３ １０１１ （１割）
Ａ３ １０３１ （２割）

事業対象者
要支援２

週２回を超える程度
（月5週を提供する場合など

月13回以上）
１月 ２，９６３単位

サービスコードＡ３　抜粋

　※加算は設けませんが、同一建物減算は設けます。
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通所介護相当サービス
（現行相当）

通所型サービスA
（緩和した基準）

サービス内容 機能訓練、レクリエーション、送迎等 　　　

対象者 要支援１・２、事業対象者

人

員

等

管理者 常勤・専従1以上
※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等への職務に従事可能 （介護福祉士・初任者研修等修了者、市・町長が定める研修受講者）

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等への職務に従事可能

介護職員

又は

従事者

【資格要件】・なし
従事者：利用定員15人まで
　　　　専従1以上
　　　：利用定員15人を超える場合
　　　　利用者1人に専従0.2以上

【資格要件】・なし
従事者：利用定員15人まで
　　　　専従1以上
　　　：利用定員15人を超える場合
　　　　利用者1人に専従0.2以上

生活相談員 専従　１以上 ―

看護職員 専従　１以上 ―

機能訓練員 １以上 ―

設備 事業運営に必要な設備、備品等
３㎡×利用定員　以上　　　など

事業運営に必要な設備、備品等
３㎡×利用定員　以上　　　など

運営

・個別サービス計画の作成
・重要事項の概要、運営規程等の説明、同意
・提供拒否の禁止
・従業者の健康状態の管理
・秘密保持、苦情への対応、事故発生時の対応　　　　
・廃止・休止・変更の届出と便宜のなど

・個別サービス計画の作成
・重要事項の概要、運営規程等の説明、同意
・提供拒否の禁止
・従業者の健康状態の管理
・秘密保持、苦情への対応、事故発生時の対応　
・廃止・休止・変更の届出と便宜のなど

サービス提供者 本サービスの指定事業者 本サービスの指定事業者

報酬 国基準の1回単価と同じ

利用者負担 介護予防給付と同じ（所得に応じ、1割または2割）

限度額管理 有り

請求・支払 国保連にて審査・支払 9

④通所型サービス

※各市町で検討中



（１）通所介護相当サービス（現行相当）

■　指定基準・サービス内容等は、現行の介護予防通所介護と同一です。
■　要支援２の方の週１回程度利用のサービスを新たに追加しています。
■　報酬の算定については、予防通所介護では１ヶ月定額でしたが、基本的には通所介護と同様に１回単価での請求を
　　採用します。
■　５週ある月は、国が規定する１月請求の上限である１月包括単位の額（介護予防と同額）を採用します。
■　報酬基準額は国が定めた「地域支援事業の実施について」において示されている費用額です。
■　平成２９年４月から、総合事業に移行する方の国保連に請求するサービスコードが変更になります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　６５（予防通所介護）　⇒　Ａ６（通所型独自）　】

サービスコードＡ６　抜粋

サービス内容略称
サービス
コード

対象者 回数 算定単位

通所型独自サービス１回数 Ａ６ １１１３
事業対象者
要支援１

週１回程度
（1月の中で4回まで）

１回 ３７８単位

通所型独自サービス１ Ａ６ １１１１
事業対象者
要支援１

週１回程度
（月5週提供した場合など月5回以上）

１月 １，６４７単位

通所型独自サービス３１回数 Ａ６　１３１３ 要支援２
週１回程度

（1月の中で4回まで）
１回 ３７８単位

通所型独自サービス２２ Ａ６ １１２１ 要支援２
週１回程度

（月5週提供した場合など月5回以上）
１月 １，６４７単位

通所型独自サービス２回数 Ａ６ １１２３
事業対象者
要支援２

週２回程度
（1月の中で8回まで）

１回 ３８９単位

通所型独自サービス２ Ａ６ １１２１
事業対象者
要支援２

週２回程度
（月5週提供した場合など月9回以上）

１月 ３，３７７単位

※生活機能向上グループ加算・運動器機能向上加算・栄養改善加算・減算等は現行と同一のものを
　設定しています。 10



（２）通所型サービスＡ（緩和した基準）

■　現行の介護予防通所介護との違いは、生活相談員・看護職員・機能訓練員が不要なことです。
■　通所介護事業所が併設して行うには、介護給付・現行相当と別に従事者を配置する必要があります。
■　報酬の算定については、通所介護相当サービスの算定単価の約８０％です。
■　サービスの中に送迎は含みますが、入浴や機能訓練等は含みません。
■　平成２９年４月から、総合事業に移行する方の国保連に請求するサービスコードが変更になります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　６５（予防通所介護）　⇒　Ａ７（通所型独自／定率）　】
■　負担割合によって使用するコードが変わります。

サービスコードＡ７　抜粋

サービス内容略称 サービスコード 対象者 回数
時間

（1日）
算定単位

通所型サービスＡ１回数
Ａ７ １００１（１割）

Ａ７ １０２１（２割）

事業対象者
要支援１
要支援２

週１回程度
（1月の中で4回まで）

3時間以上 １回 ３０２単位

通所型サービスＡ１月包括
Ａ７ １００２（１割）

Ａ７ １０２２（２割）

事業対象者
要支援１
要支援２

週１回程度
（月5週提供した場合　

など月5回以上）
3時間以上 １月 １，３１７単位

通所型サービスＡ２回数
Ａ７ １００３（１割）

Ａ７ １０２３（２割）

事業対象者
要支援２

週２回程度
（1月の中で8回まで）

3時間以上 １回 ３１１単位

通所型サービスＡ２月包括
Ａ７ １００４（１割）

Ａ７ １０２４（２割）

事業対象者
要支援２

週２回程度
（月5週提供した場合　

など月9回以上）
3時間以上 １月 ２，７０１単位
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※加算は設けませんが、定員超過減算と同一建物減算は設けます。



（１）平成27年3月31日までに介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けた事業者

○平成27年4月1日に総合事業における「現行相当サービス」の指定を受けたものとみなされます。
（以下「みなし指定」という。）
○みなし指定の有効期間は平成30年3月31日までです。　
○現行相当サービス提供には「事業費算定届出」の提出をしていただく予定です。
※「みなし指定」は条件を満たす事業所に対し、全国の市町村が平成27年4月1日にそれぞれ指定行為を
　行ったものとみなしますが、総合事業の新規指定に相当する指定行為のみに係る効力しかありません。

○平成27年4月1日以降に指定された事業者については、「みなし指定」の対象になりません。
○従って、訪問型サービス・通所型サービス（「現行相当サービス」及び「緩和した基準によるサービ
ス」）の指定を平成29年4月1日から新たに受ける必要があります。

○訪問介護・通所介護の指定を受ける事業者などからの申請により、それぞれ訪問型サービス・通所型
　サービス（「現行相当サービス」及び「緩和した基準によるサービス」）の指定を新たに受けること
　ができるよう手続きを行います。

（２）平成27年4月1日から平成29年3月31日までに新たに介護予防訪問介護・介護予防
　　　通所介護の指定を受けた事業者

（３）平成29年4月1日からの訪問型サービス・通所型サービスの指定

12

※「緩和した基準によるサービス」を提供するためには、「みなし指定」を受けているかどうかに関わ
　らず、新たに「緩和した基準によるサービス」の指定が必要になります。　　

⑤事業所指定（訪問型サービス・通所型サービス）
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総合事業に係る事業所指定は、
事業所所在地市町村の被保険者及び事業所所在地市町村に住民票のある住所地
特例者のみに効力を有します。

　総合事業の指定権者は事業所所在市町村であるため、総合事業に係る事業所指定は事業所所在地市町
村の被保険者及び事業所所在地市町村に住民票のある住所地特例者のみに適用されます。

事業所所在地市町村以外の利用者にも総合事業のサービスを提供している場合、事業所所
在地市町村への届出だけでは足りず、該当市町村へも届出が必要です。

　事業所が、事業所所在地市町村以外の利用者（住所地特例者を除く）に対して総合事業によるサービ
スを提供する場合には、それぞれの市町村から事業所指定を受ける必要があり、変更届や、指定更新申
請もそれぞれの市町村に届け出る必要があります。
　総合事業に限ってみれば、同じ総合事業の訪問（通所）型サービス事業所の指定であっても、サービ
スを提供する利用者の保険者の数だけ指定が存在することとなり、それぞれの指定に対して変更届や、
指定更新申請を届け出る必要があります。
　また、国保連への請求に使用するサービスコードについても、利用者の保険者が設定しているサービ
スコードにて請求を行うことになります。

サービスを提供する利用者の保険者 必要な事業所指定

Ａ　市（事業所所在地） Ａ市による総合事業の訪問（通所）型サービス事業所の指定

Ｂ　市 Ｂ市によるＡ市に所在する総合事業の訪問（通所）型サービス事業所の指定
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総合事業によるサービス提供には、「利用者との契約」及び
「重要事項説明書の交付・説明・同意」が必要

○総合事業によるサービス提供にあたっては、「利用者との契約」及び「重要事業説明書の交付・説明・同意」が必要と
　なります。
※現在の介護予防訪問（通所）介護の提供に係る契約は「介護予防訪問（通所）介護の提供」に関する事業となりますの
　で、総合事業には適用されません。
※1回当たりの単価設定を導入することに伴い、利用料に変化が生じることにご留意ください。
　事業所における総合事業移行に係る準備事項となりますので、遺漏のないようご対応をお願いします。

（総合事業に係る契約締結を円滑に行うための例）
　▽利用者との契約内容に総合事業に係るサービス提供も含まれていればよいので、契約書の中に総合事業移行後に効力
が発生する契約の読み替え規定を盛り込む方法など。

○地域包括支援センターから介護予防支援に係る再委託を受けている場合で、介護予防ケアマネジメントを提供する場合
　にも、訪問（通所）型サービスと同様に、契約書に読み替え規定を盛り込むなどの対応が必要です。

介護予防支援 介護予防給付のみ又は介護予防給付と総合事業を組み合わせた予防プランの作成
※介護予防訪問（通所）介護は総合事業に移行するので介護予防給付には含まれない。

介護予防ケアマネジメント 介護予防給付を含まず、総合事業のみの予防プラン作成

その他【定款等】

○「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」は地域支援事業に移行することにより、該当する事業所においては
　事業の根拠となる定款等の変更が必要となる場合があります。記載例としては「介護保険法に基づく第1号事業」等です。
　※定款等変更については、所管官庁の許認可が必要な場合は、所轄官庁へその変更についてご相談下さい。

地域包括支援センターから介護予防支援に係る委託を受けている場合
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介護予防支援
ケアマネジメントＡ

原則的な介護予防ケアマネジメント

ケアマネジメントＣ

初回のみの介護予防ケアマネジメント

内容 　利用者自身が自立支援に向けた目標
に向けサービスを利用するとともに、
定期的に利用者の状態を把握し、サー
ビス調整等を行う。

同左

サービス開始の初回のみ、利用者が目
標に向けたサービス利用ができるよう
にケアマネジメントを行う

流れ ⇒アセスメント（課題分析）
⇒ケアプラン原案作成
⇒サービス担当者会議
⇒利用者への説明・同意
⇒ケアプランの確定・交付
⇒サービスの利用開始
⇒モニタリング評価

同左

⇒アセスメント（課題分析）
⇒ケアプラン結果案作成
⇒利用者への説明・同意
⇒利用するサービス提供者への
　説明・送付
⇒サービス利用開始

利用
サービス

予防給付 訪問型サービス
通所型サービス

（現行相当・緩和）

第１号生活支援事業等

対象者 要支援者 要支援者
事業対象者

要支援者
事業対象者

報

酬

開始月
（内訳）

７３０単位
（４３０単位（１月単位））
（３００単位（初回加算））

同左 ４３０単位

2月目以降 ４３０単位（１月単位） 同左 なし

請求支払 国保連経由で審査・支払 同左 同左

サービス
コード

４６ 4ケタの数字 4ケタの数字

委託 可 可 不可

（大阪国保連独自コード）

⑥ケアマネジメントの類型

（大阪国保連独自コード）


